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平成３０年７月豪雨に伴う下請債権保全支援事業の取扱いについて

平成３０年７月豪雨における記録的な大雨により、広い範囲で大きな被害が発生している。

今般の被災地域における建設企業は、豪雨の影響により極めて厳しい状況にあるなか、特

に下請建設企業等については、取引の相手方である元請建設企業の被災等による影響も受け

ることから、その経営の安定、連鎖倒産の防止など本事業の趣旨を踏まえた一定の配慮が必

要である。

このため、平成３０年７月豪雨に伴う本事業の取扱いについて、当分の間、下記によるこ

ととしたので、各保証ファクタリング事業者に周知の上、損失補償その他の取扱いに遺漏な

きよう取り計らわれたい。

記

１．既に引き受けている保証に係る取扱い

平成３０年７月豪雨の発生時に既に保証を引き受けている下請建設企業等については、

本事業の趣旨を踏まえ、必要に応じて、次の措置その他の適切な措置を講ずること。

① 下請建設企業等が被災したことにより、保証債務の履行に必要な書類が整わないとき

は、各保証ファクタリング事業者は、その実情に応じ、当該書類に代わる事実関係を確

認した上で、保証債務を履行すること。

② 保証の対象となっている元請建設企業が被災したことにより、支払期日の到来後も当該

元請建設企業から下請建設企業等に対する工事請負代金等の支払いが行われないとき

は、各保証ファクタリング事業者は、その実情に応じ、当該事実関係を確認した上で、

保証債務を履行すること。



２．新たな保証引受を検討するに当たっての取扱い

被災した元請建設企業を対象とする新たな保証の引受を検討するに当たっては、各保証

ファクタリング事業者は、その実情に応じ、被災により当該元請建設企業の周辺に生じた

環境変化のみをもって保証について過度に消極的になること等のないよう、本事業の趣旨

を踏まえて柔軟に対応すること。


